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令和６年度小学生向け民間事業者を活用した課外学習支援事業（寺子屋ちゅうおう） 

事業者募集要項（公募型プロポーザル） 

 

１ 案件名称 

令和６年度小学生向け民間事業者を活用した課外学習支援事業（寺子屋ちゅうおう） 

 

２ 事業内容に関する事項 

（１）事業目的 

本事業は、教育環境の充実をはかるため、塾等の事業者が公共施設等を活用した課外学

習支援を実施することで、小学生の習熟度に応じた学力向上を目的とする。また、利用者

に対しては塾代負担の軽減等のメリットを提供し、経済的に困難を抱える家庭の生徒であ

っても民間事業者のノウハウを活用した放課後の学びの機会を得られるようにする。 

（２）基本条件・実施方針 

本事業は、小学生の習熟度に応じた学力向上を目的とするため、受講者の習熟度に合わ

せた少人数制個別指導（講師１人に対し生徒５人以下を基準）とし、各受講者に柔軟に対

応するものとする。 

１人あたりの受講料は、月額上限10,000円（教材費を含む）とし（「大阪市習い事・塾

代助成事業」で交付されるバウチャー（クーポン券）を代用可能）、受講者の塾代負担の

軽減を図るものとする。  

受講者から事業者が徴収する1人あたり受講料月額上限10,000円（教材費を含む）（「大

阪市習い事・塾代助成事業」で交付されるバウチャー（クーポン券）を代用可能）は、全

額、事業者の収入とする。 

本事業の実施場所は、本市が指定する場所（大阪市立中央会館、ただしオンラインによ

る場合を除く）とし、会場使用料は免除とする。なお、事業者の使用物品の保管は行わな

い。 

中央区役所は、実施場所の提供（オンラインによる場合を除く）、中央区役所の広報紙

「広報ちゅうおう」（１回以上）・中央区役所ホームページへの情報掲載（１回以上）、

区内のチラシの配布（１回以上）を行い、事業者は、受講料収入の範囲内で内容を構築し、

本事業を実施するものとする。  

開講開始時期は、原則として令和６年12月とする。 

事業者は、令和７年度も継続して受講する受講者の情報を集約し、個人情報の保護に留

意のうえ、中央区役所に引き継ぐものとする。 

（３）事業の範囲 

本事業は、中央区役所と事業者間で協定書を締結し実施する。 

中央区役所は、実施場所の提供（オンラインによる場合を除く）と広報、事業者は受講

料収入の範囲内で課外学習支援にかかる運営費及び広報印刷費を支出する形態とする。 

具体的には協定書および協定書細則を参照すること。 

（４）締結期間 

令和６年12月１日～令和７年３月31日 
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３ 協定に関する事項 

（１）協定の方法 

別紙協定書に基づき、協定を締結する。実施内容は本市と協議のうえ、協定書及び企画

提案書に基づき決定する。 

協定の締結に際し、万一、応募書類の記載内容に虚偽の内容があった場合は、協定締結 

をしないことがある。また、本市が被った損害について、賠償請求を行うことがある。 

（２）協定書案 

別紙協定書（案）参照 

 

４ 応募資格、必要な資格・許認可等 

次に掲げる条件のすべてに該当し、中央区役所の参加資格審査において、その資格を有す

ると認めた者は、本プロポーザルに参加することができる。 

① 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当していないこと 

② 企画提案時において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置及び大阪市

契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと。 

③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２

号に規定する団体（以下「暴力団」という。）及びその利益となる活動を行うもの、そ

の他暴力団との関係が認められ事業受託者として不適当と認められる場合に該当しな

いこと。 

④ 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

⑤ 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。また、特定の公職者（候補

者を含む）または政党を推薦、支持、否定することを目的とした団体でないこと。 

⑥ その他、公共の福祉に反する活動をしていないこと。 

⑦ 大阪市内に事業所を有する者にあっては、市税に係る徴収金を完納していること。 

⑧ 府の区域内に事業所を有する者にあっては、府税に係る徴収金を完納していること。 

⑨ 府の区域内に事業所を有しないものにあっては、主たる事務所の所在地の都道府県に

おける最近１事業年度の都道府県税に係る徴収金を完納していること。 

⑩ 消費税及び地方消費税を完納していること。 

⑪ 法人格を有しない場合は、権利能力なき社団としての要件を満たしていること。 

⑫ 企画提案書の提出時において、「大阪市習い事・塾代助成事業」の参画事業者として

登録されていること、又は契約時までに登録することができる見込みであること。 

 

５ スケジュール 

・公募開始             令和６年 ９月 ２日（月） 

・公募型プロポーザル説明会          ９月 17 日（火） 

・質問受付締切                 ９月 17 日（火） 

・質問に対する回答              ９月 24 日（火） 

・参加申出関係書類の提出期限         ９月 27 日（金） 

・参加資格決定通知発送             10 月１日（火） 

・企画提案書の提出期限             10 月 11 日（金） 
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・プレゼンテーション審査            10 月下旬～11 月上旬  

・選定結果通知                 11 月下旬 

・協定締結日      12 月１日（日） 

・事業完了             令和７年  ３月 31 日（月） 

 

６ 応募手続き等に関する事項 

（１）書類の配布について 

募集要項、公募型プロポーザル参加申出関係書類について、次のとおり配布を行う。 

なお、中央区役所ホームページからもダウンロードできる。 

①  配布期間 

令和６年９月２日（月）から令和６年９月 27 日（金）まで 

（土、日、祝日を除く、午前９時から午後５時 30分まで） 

② 配布場所 

大阪市中央区久太郎町１-２-27 

大阪市中央区役所市民協働課市民活動支援・教育グループ（５階 53番窓口） 

（２）公募型プロポーザル説明会について 

申請予定者のうち希望する団体に対して、次のとおり説明会を開催する。 

①  開催日時 

令和６年９月 17 日（火）午後２時 00 分から 

② 開催場所 

大阪市中央区役所 7階会議室 

③ 受付時間 

午後１時 45 分から 

④ 参加申込 

説明会に参加を希望する団体は、公募型プロポーザル説明会参加申込書（別紙２）

にて団体名称、参加者氏名、担当者連絡先等を明記のうえ、令和６年９月２日（月）

から９月 11 日（水）までに（土、日、祝日を除く、午前９時から午後５時 30 分ま

で）持参、Ｅメールまたは FAX で、中央区役所市民協働課市民活動支援・教育グル

ープあて申し込むこと。（FAX の場合は問い合わせ先まで事前に入電すること。） 

【送信先】Ｅメール：te0015@city.osaka.lg.jp 

FAX：06-6264-8283 

⑤ その他 

参加人数は、１団体２名までとする。 

（３）質問事項について 

① 受付方法 

質問がある場合は、中央区役所市民協働課市民活動支援・教育グループまで質問

票（別紙３）により持参、Ｅメールまたは FAX にて受け付ける。また、公募型プロ

ポーザル説明会においても質問を受け付ける。 

【送信先】Ｅメール：te0015@city.osaka.lg.jp 

FAX：06-6264-8283 

②  受付期間 

mailto:te0015@city.osaka.lg.jp
mailto:te0015@city.osaka.lg.jp
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令和６年９月２日（月）から９月 17 日（火）まで 

（土、日、祝日を除く午前９時から午後５時 30分まで） 

締切以降の質問は受け付けない。 

 

③  回答方法 

令和６年９月 24 日（火）以降に中央区役所ホームページに掲載する。（質問がな

い場合は掲載しない。） 

ホームページに掲載した回答に対する再質問は受け付けないものとする。 

（４）公募型プロポーザル参加申請書類の提出について 

① 提出書類 

ア 公募型プロポ―ザル参加申請書（別紙４-１または別紙４-２） 

イ 法人の登記簿謄本または登記事項証明書（提出日前３か月以内に発行、写し可）、

若しくは定款または定款に類する規定及び役員名簿（写し可） 

ウ 法人・団体の概要（様式は任意） 

エ 貸借対照表、損益計算書等の財務諸表及び実績報告書、または、確定申告書 

オ 印鑑証明書（提出日前３か月以内に発行、写し不可） 

カ 使用印鑑届（別紙５） 

キ 申出内容誓約書（別紙６） 

ク 消費税及び地方消費税の納税証明書（提出日前３か月以内に発行、写し可。税

務署の様式その３又はその３の３様式［法人］、若しくはその３の２様式［個人］）

※なお、非課税の場合は、その旨を記載した理由書 

ケ 市町村民税並びに固定資産税の納税証明書（提出日前３か月以内に発行、写 

し可）※なお、非課税の場合は、その旨を記載した理由書 

      コ 大阪府の府税事務所発行の府税（全税目）の納税証明書（提出日前３か月以内

に発行されたもの、写し可） 

大阪府に事業所を有しない場合は本店所在地管轄の都道府県税事務所が発行す

る直近１か年の納税証明書（全税目）（全項目の証明様式がない場合、「法人事

業税・法人（都道府県）民税」、「個人事業税」の証明で可） 

※非課税の場合は、その旨を記載した理由書 

 

※なお、令和４年、５年、６年度大阪市入札参加資格有資格者名簿に登録され

ている者は、イ、エ、オ、ク、ケ、コを省略できるものとする。 

② 受付期間 

令和６年９月 11 日（水）から令和６年９月 27 日（金）まで 

（土、日、祝日を除く、午前９時から午後５時 30分まで） 

③ 提出部数 

１部 

④ 提出場所 

大阪市中央区役所市民協働課市民活動支援・教育グループ（５階 53番窓口）まで 

持参すること。（送付不可） 

（５）参加資格決定について 
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公募型プロポーザルへの参加を指名するものについては、参加資格決定通知書を交付し、

指名されなかった申出者については、その理由を付した通知書を交付する。 

（令和６年 10月１日（火）発送予定） 

 

（６）企画提案書（別紙７）の提出について 

① 提案について 

提案は１案のみとし、様式については原則として指定のＡ４版とするが、指定さ 

れた様式に記載の項目を全て充足している場合は、別様式での提出も可とする。 

② 企画提案書類必須記載項目は、以下のとおりとする。 

1. 目標及び学習指導の具体的内容について 

2. 効果について 

3. 事業実施体制（事業実施スケジュール等も含む） 

4. 危機管理体制（安全管理・個人情報保護）について 

5. 過去５年の類似事業・実績 

6. 経費内訳書 

③ 受付期間 

令和６年 10 月１日（火）から 10 月 11 日（金）まで 

（土、日、祝日を除く、午前９時から午後５時 30分まで） 

④ 提出部数 

11 部（正１部、副 10 部 ※副は複写可） 

ただし、企画提案者名の記載は正本のみとし、副本には記載しないとともに、他

に事業者名表示があれば黒塗りするなどし、企画提案者が推定できる記載は行わな

いこと。 

⑤ 提出場所 

大阪市中央区役所市民協働課市民活動支援・教育グループ（５階 53番窓口）まで 

持参すること。（送付不可） 

 

 

７ プレゼンテーション審査について 

① 開催日時  令和６年 10月下旬～11 月上旬  

② 開催場所  大阪市中央区役所会議室 

開催日時等詳細は、参加資格決定通知書にて 

（令和６年 10月１日（火）付けで発送する） 

③ 実施方法  企画提案書をもとに、プレゼンテーションを行う。 
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８ 審査・選定について 

選定基準、審査・選定方法は次のとおりとする。 

（１）選定基準 

審査は、以下の視点に基づき、選定する。 

目標および事業内容 

【25点】 

本事業の趣旨及び事業目的を達成するための適切な目標を立てている

か。目標に沿った事業内容となっているか。 

効果 

【25点】 

提案された効果測定が適切であるか。また提案内容が、中央区の特性を

ふまえ、小学生の習熟度に応じた学力向上に効果が見込めるものとなっ

ているか。 

実施体制 

【25点】 

実施可能な方法、計画、スケジュールで企画され、提案内容を確実に遂

行できる組織体制と運営基盤があるか。 

危機管理体制 

【10点】 

緊急事態を含む安全管理の体制が適切に計画されているか。 

個人情報の取り扱いについて、適切かつ安全に管理できる体制である

か。 

類似事業の実績 

【10点】 

類似した事業実績があるか。 

経費の妥当性 

【５点】 

効率的で妥当な経費により提案されているか。 

（２）審査・選定方法 

本企画提案の審査については、令和６年度小学生向け民間事業者を活用した課外学習支

援事業（寺子屋ちゅうおう）にかかる中央区業者選定会議で行い、その意見を受けて選定

する。 

選定委員は、選定基準に沿って企画提案書の審査を行う。 

審査の結果、評価点が最も高い事業者が複数いる場合は【目標および事業内容】【効果】

【実施体制】の合計得点が高い方とする。また、合計点数が満点の 50％に達しない事業者

は受託者として選定しないこととする。 

（３）欠格事由 

次のいずれかに該当した場合は、選定対象から除外する。 

① 選定委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること。 

② 他の参加者と企画提案の内容またはその意思について相談を行うこと。 

③ 事業者選定終了までの間に、他の参加者に対して企画提案の内容を意図的に開示す

ること。 

④ 提出書類に虚偽の記載を行うこと。 

⑤ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 

（４）選定結果 

評価結果及び選定結果は決定後速やかに、全ての参加者に通知し、また、中央区役所ホ

ームページに掲載する。 

 



7 
 

９ その他 

（１）事業内容 

事業内容は、協定書及び企画提案書に基づき、中央区役所と事業者で協議のうえ決定す

る。 

中央区役所は、必要に応じて事業実施における助言を行う。 

（２）事業の検査・確認 

本市は、事業内容や経費、個人情報保護に関して、必要に応じて（場合により事業終了

後も）事務所などに立ち入り検査やヒアリングを実施する場合がある。 

（３）提案に要する費用、条件等 

① 企画提案書の作成等、本プロポーザルに要する一切の費用は、参加者の負担とする。 

② 採用された企画提案書は、「大阪市情報公開条例（平成 13 年大阪市条例第３号）」に

基づき、非公開情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情

報公開の対象となる。 

③ すべての企画提案書類は、返却しない。 

④ 提出された企画提案書類は、審査・業者選定の用以外に参加者に無断で使用しない

（大阪市情報公開条例に基づく公開を除く）。 

⑤ 期限後の提出、差し替えは認めない。 

 

10 担当・問い合わせ先 

〒541-8518 

大阪市中央区久太郎町１-２-27 

大阪市中央区役所市民協働課市民活動支援・教育グループ 

担当：榊原・藤原・紀ノ岡 

電話(06)6267-9743  ＦＡＸ(06)6264-8283 

 


